
  各務原市接道緑化に関する補助金交付要綱 

（平成１３年９月２８日決裁） 

 各務原市都市緑化に関する補助金交付要綱（平成１０年１１月１１日決裁）の全部

を次のように改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、都市緑化を推進し、緑豊かな各務原市を創出するため、市内の

私有地の接道部を緑化しようとする者に対し、市が各務原市接道緑化に関する補助

金（以下「補助金」という。）を交付することについて、各務原市補助金交付規則

（昭和３８年規則第３４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（補助対象区域） 

第２条 補助の対象となる緑化範囲は、次の各号のいずれにも該当する区域とする。 

（１）市内の私有地（各務原市開発指導要綱（昭和４８年１０月２０日決裁）の適用

を受けた区域を除く。ただし、宅地分譲された土地及び分譲住宅の建設敷地を含

む。） 

（２）建築物の敷地 

（３）道路から目視できる場所 

（４）敷地と道路の境界（道路の幅員が４メートル未満の場合は、道路の中心線から

２メートル敷地に下がったところ）から奥行きが原則５メートル以内の区域 

（補助対象樹木等） 

第３条 補助の対象となる樹木等は、次のとおりとする。 

（１）高さが１メートル以上１．５メートル未満の樹木を１メートル当たり３本以上

植栽し、延長が３メートル以上となる生け垣（以下「生け垣」という。） 

（２）植栽時の高さが３メートル以上の樹木（以下「高木」という。） 

（３）植栽時の高さが１．５メートル以上、かつ、３メートル未満の樹木（以下「中

木」という。） 

（４）植栽時の高さが１．５メートル未満の樹木（以下「低木」という。） 

（５）１平方メートル当たり１０鉢以上を植栽した地被植物（以下「地被植物」とい

う。） 

（６）１メートル当たり５鉢以上を植栽したツル性植物等（以下「ツル性植物等」と

いう。） 



（７）芝 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、第２条に規定する区域に、前条に

規定する樹木等を植栽しようとする者で、各務原市税（市民税、固定資産税、都市

計画税及び軽自動車税をいう。以下同じ。）を滞納していないものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の表の区分により算定する標準事業費の合計額と緑化に係

る所要経費の合計額のいずれか少ない方の額の２分の１以内の額とする。ただし、

１件当たりの最高限度額は、１０万円とし、最低限度額は、２万円とする。 

区分 標準事業費 

生け垣 １メートル当たり８，０００円 

高木 １本当たり１万５，０００円 

中木 １本当たり３，２００円 

低木 １本当たり８００円 

地被植物 １平方メートル当たり２，４００円 

ツル性植物等 １メートル当たり１，２００円 

芝 １平方メートル当たり９００円 

２ 前項の場合における延長の最低単位は、０．１メートルとし、面積の最低単位は、

０．１平方メートルとし、それ以下は切り捨てて算定するものとする。 

３ 補助金の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、各務原市

接道緑化に関する補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市

長へ提出するものとする。 

（１）工事前の写真 

（２）平面図 

（３）位置図 

（４）工事の見積書 

２ 前項及び第９条の場合において、各務原市緑の条例施行規則（平成１３年規則第

２１号）第８条に規定する事業規模に該当するときは、各務原市緑化に関する指導

要綱（平成１３年９月２８日決裁）第７条第１項に規定する緑化計画回答書の写し

を添付しなければならない。 

（補助金の交付決定） 



第７条 市長は、前条第１項又は第９条の規定による申請があった場合は、その内容

を審査し、適当と認めたときは、各務原市接道緑化に関する補助金交付決定通知書

（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（実施報告） 

第８条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに工事を完了し、完了後１月以

内に、各務原市接道緑化補助事業実施報告書兼請求書（様式第３号）に次に掲げる

書類を添えて、市長へ提出しなければならない。 

（１）工事完了後の写真 

（２）工事の領収書及び工事費内訳書 

（工事完了後の交付申請） 

第９条 第６条第１項及び前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものは、

工事完了後においても補助金の交付を申請することができる。この場合において、

申請者は、各務原市接道緑化に関する補助金交付申請書兼請求書（様式第４号）に

次に掲げる書類を添えて市長へ提出するものとする。 

（１）工事前及び工事完了後の写真 

（２）平面図 

（３）位置図 

（４）工事の領収書及び工事費内訳書 

（遵守事項） 

第１０条 補助金の交付を受けた者は、接道緑化の目的を遂行するため、緑化に係る

工事の完了後１年以内に補助の対象となった樹木等が枯れた場合は、同等以上の樹

木等を植栽するものとする。 

（手続の統合及び省略） 

第１１条 規則第１９条の規定により、規則第１１条の規定による補助事業の実施報

告及び規則第１４条第２項の規定による補助金の交付の請求を統合し、並びに規則

第１３条の規定による補助金の額の確定を省略するものとする。ただし、第９条の

規定による工事完了後の交付申請を行う場合は、規則第１９条の規定により、規則

第４条第１項の規定による補助金の交付の申請及び規則第１４条第２項の規定によ

る補助金の交付の請求を統合し、並びに規則第１１条の規定による補助事業の実施

報告及び規則第１３条の規定による補助金の額の確定を省略するものとする。 

（その他） 



第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日決裁） 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２４日決裁） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の各務原市接道緑化に関する補助金交付要綱の規定は、平成２１年度の予

算に係る補助金から適用する。 

附 則（平成２３年９月１日決裁） 

この要綱は、平成２３年９月１日から施行する。 

附 則（平成２４年６月４日決裁） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に存する改正前の各務原市接道緑化に関する補助金交付要

綱の規定により作成されている用紙は、この要綱の施行の日以後においても、当分

の間、所要の修正を加えて使用することができる。 

附 則（平成２５年３月１３日決裁） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２８日決裁） 

この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則（平成２６年４月１日決裁） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

２ 改正後の各務原市接道緑化に関する補助金交付要綱の規定は、平成２６年度の予

算に係る補助金から適用する。 

   附 則（令和２年４月１日決裁）抄 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

   附 則（令和４年３月３１日決裁） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定による改正後の各務原市ブロック塀撤去補助金交付要綱の規定はこ

の要綱の施行の日以後に各務原市ブロック塀撤去補助金の交付の申請をするものに

ついて、第３条の規定による改正後の各務原市接道緑化に関する補助金交付要綱の



規定は同日以後に各務原市接道緑化に関する補助金の交付の申請をするものについ

てそれぞれ適用し、同日前にこれらの補助金の交付の申請をしたものについては、

なお従前の例による。 



様式第１号（第６条関係） 
                             年  月  日 

(宛先)各務原市長          〒 

住所  

申請者   氏名                      

電話  

各務原市接道緑化に関する補助金交付申請書 

  各務原市接道緑化に関する補助金交付要綱第６条の規定により、補助金 

 を交付されたく関係書類を添えて申請します。なお、各務原市税の納税状況

について関係公簿を調査することに同意します。 

記 

 １ 補助金交付申請額          円 

 ２ 所在地 

 ３ 内容 

区   分 樹  種 数量 標準事業費

生け垣 ｍ 円

高木 本 円

中木 本 円

低木 本 円

地被植物 ㎡ 円

ツル性植物等 ｍ 円

芝 ㎡ 円 所要経費（見積）

合計 円 円

１／２（１００円未満切捨て） 円 円

４ 補助事業の完了予定日        年  月  日 

５ 関係書類  着工前の写真   緑化計画回答書の写し〈該当者のみ〉 

        見積書      位置図〈住宅地図等〉   

平面図等内容が分かるもの 



様式第２号（第７条関係）

各務原市接道緑化に関する補助金交付決定通知書

各務原市指令  第     号

  年  月  日

住所

氏名

各務原市長          

     年  月  日付けで申請のあった各務原市接道緑化に関する補助金

の交付については、次のとおり決定したので通知します。

補 助 年 度 年度

補助事業の名称 各務原市接道緑化補助事業

補助事業の目的
都市緑化を推進し、緑豊かな各務原市を創出するため、市内の

私有地の接道部を緑化すること。

交 付 決 定 額          円

交 付 条 件

１ この補助金は、上記目的を遂行するために要する経費として

交付するものであるから、その目的以外に支出できないこと。

２ この補助金について、目的外又は不当な支出等があったとき

は、補助金の返還を命ずるものであること。

３ 事業の内容の変更・中止・廃止をする場合は、市長の承認を

受けること。

４ 事業が完了したときは、各務原市接道緑化補助事業実施報告

書兼請求書（様式第３号）を提出すること。

５ 各務原市補助金交付規則第１８条の規定により、市長若しく

はその委任を受け、若しくは命を受けた者が行う調査又は監査

委員の監査に応ずること。

備 考

１ 補助金の交付を受けた者は、接道緑化の目的を遂行するため、

緑化に係る工事の完了後１年以内に補助の対象となった樹木等

が枯れた場合は、同等以上の樹木等を植栽するものとする。

２ 工事完了後に交付申請を行う場合は、上記の交付条件４に掲

げる条件を付さないものとする。

３ 補助金の額に変更がない場合は、各務原市接道緑化補助事業

実施報告書兼請求書の提出があった後に、上記の交付決定額を

確定額とみなす。



様式第３号（第８条関係）

    年  月  日

（宛先）各務原市長

                 補助事業者 住 所

                       氏 名

各務原市接道緑化補助事業

実施報告書兼請求書

各務原市接道緑化に関する補助金交付要綱第８条の規定により補助事業の実施の

結果を報告し、併せて補助金の交付を請求します。

記

１ 実施した補助事業名  各務原市接道緑化補助事業

２ 補助事業の目的及び内容  

３ 計画の実施状況

４ 補助事業の効果

５ 補助事業の着手及び完了日

   着 手        年  月  日

   完 了        年  月  日

６ 収支決算

収入の部 支出の部

区分 金額 区分 金額

各務原市補助金 円 円

計 計

収入支出差引額                    円

７ 補助金の請求金額等

請求金額             円

交付決定

年月日等

 各務原市指令  第     号

      年  月  日

交付決定額             円

８ 補助金の振込先

金融機関名 支店名

預金の種類 普通 ・ 当座 口座番号

ふりがな

口座名義人



様式第４号（第９条関係）

    年  月  日

（宛先）各務原市長

                 補助事業者 住 所

                       氏 名

各務原市接道緑化に関する補助金

交付申請書兼請求書

各務原市接道緑化に関する補助金の交付を受けたいので、各務原市接道緑化に関す

る補助金交付要綱第９条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

なお、各務原市税の納税状況について関係公簿を調査することに同意します。

また、補助金の交付の決定があったときには、下記のとおり補助金の交付を請求し

ます。

記

１ 補助金交付申請額               円＊１００円未満切捨て

２ 所在地 各務原市                          

３ 申請内容

区分 樹種 数量 標準事業費

生け垣 ｍ 円

高木 本 円

中木 本 円

低木 本 円

地被植物 ㎡ 円

ツル性植物 ｍ 円

芝 ㎡ 円 所要経費（見積）

合計額 円 円

交付を受けようとする補助金の額
（上記合計額の１／２・１００円未満切捨て）

円 円

４ 補助事業の着手及び完了日

   着 手        年  月  日

   完 了        年  月  日

５ 補助金の振込先

金融機関名 支店名

預金の種類 普通 ・ 当座 口座番号

ふりがな

口座名義人

６ 関係書類 着工前及び着工後の写真 位置図〈住宅地図等〉

緑化計画回答書の写し〈該当者のみ〉

       工事の領収証及び工事費内訳書 平面図等内容が分かるもの 


